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合意形成における社会的規範の影響に関する一考察

伊藤 孝行1,2,a)

概要：本論文では，規範的効用が，エージェント間の交渉に基づく合意形成に与える影響を考察する．近
年，誘惑下の自制行動の公理的意思決定モデルが注目を集めている．ここでは，自制や社会的な規範や恥
を規範効用としてモデル化しメンタルコストとして明示的に効用関数に導入している．なぜなら，実験心
理学や行動経済学によって，古典的な経済学で扱われるような単一の価値基準に基づく意思決定ではなく，
さまざま価値基準による意思決定が行われることが実証されているためである．自制と誘惑に関する効用
モデルは，Gulと Pesendorferによる論文 [1]によって最初に提案されており，その後様々な拡張がなされ
ている．さらに Dillenbergerと Sadowskiら [2]は，GPモデルを拡張し，二人のプレイヤーのいる状況に
おいて，規範的効用と恥（shame）を含んだ効用モデルを提案している．本研究では，エージェントの行動
モデルとして，誘惑や自制，社会的規範や恥といった概念を取り込んだ効用関数に基づく意思決定モデル
を導入し，その合意形成に対する影響を調査し考察する．

1. はじめに

本論文では，規範的効用が，エージェント間の交渉に基
づく合意形成に与える影響を考察する．近年，誘惑下の自
制行動の公理的意思決定モデルが注目を集めている．ここ
では，自制や社会的な規範や恥を規範効用としてモデル化
しメンタルコストとして明示的に効用関数に導入してい
る．なぜなら，実験心理学や行動経済学によって，古典的
な経済学で扱われるような単一の価値基準に基づく意思決
定ではなく，さまざま価値基準による意思決定が行われる
ことが実証されているためである．本研究では，エージェ
ントの行動モデルとして，規範効用に基づく意思決定モデ
ルを導入し，その合意形成における規範的効用の影響を調
査し考察する．
筆者は非線形の効用関数に基づく交渉機構や合意形成に
ついて研究している [3], [4], [5], [6], [7]．これらの研究で
は，人間の効用関数は必ずしも単調増加ではなく，非線形
な出力を伴う関数であることを仮定している．特に非線形
効用関数の一つのモデルとして，単純な多次元関数を取り
上げ，むしろその分散計算アルゴリズムの方に注力してき
た．非線形効用を扱う動機の一つとして，人間の価値判断
が必ずしも単一の基準だけでなく，複数の基準からなって
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いる場合が多いためという動機があった．
標準的な経済学やゲーム理論の中で効用理論として最も
広く受け入れられているのは，ノイマンとモルゲンシュテ
ルンによるフォン＝ノイマン・モルゲンシュテルン (NM)

効用と呼ばれる効用関数に関する理論である [8]．ノイマン
とモルゲンシュテルンは，人間が持つ選好に関する公理と
して，完備性，推移性，置換可能性，分解可能性，単調性，
および連続性の６つを示した．そして６つの公理を満たす
NM効用関数が存在することを示した．NM効用関数の他
にも様々な効用関数が提案され分析されている [9]．以上の
効用理論を用いて，ミクロ経済学やゲーム理論では，エー
ジェントは期待効用を最大化することが合理的意思決定で
あるとされる．一般的には，単一の選好や単一の価値基準
に基づいた議論が多い．
以上のように，標準的な経済学やゲーム理論では，人間
の選択行動は単一の選好に基づいた合理的意思決定に関す
る研究が多い．一方で，現実的には複数の価値基準を同時
にもってしまうため，心理的葛藤に直面することがある．
例えば，次のような例がある [1]．例えば，ある意思決定
者が，昼食にサラダかハンバーガーかのどちらかを食べる
ことを決定しなければならないとする．朝の時点では，空
腹を感じていないので，サラダを好む．しかし昼の時点で
は，空腹を感じるために，ハンバーガーを食べたいという
誘惑を受けるかもしれない．さらに，例えば，意思決定者
は，ハンバーガーを食べたいという誘惑を受けつつも，ハ
ンバーガーがメニューにないレストランにはいり，サラダ
だけを食べるという行動を取ることがある．時間に伴う選
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好の逆転（サラダからハンバーガーへ）についての代表的
な研究としては，Strotz[10]の研究があるが，基本的には
選好自体が時間に伴って動的に変化することが仮定されて
いる．ただし，選好自体が変化してしまうので，誘惑を受
けながら自制をするという状況をうまく説明できない．そ
こで，比較的最近の研究で「自制（self-control）」や「恥
（shame）」という概念を取り込んで，上のような状況をう
まく説明できる効用理論が発展している [1], [11]．
本論文では，自制や恥という概念を取り込んだ効用モデ
ルを用い，交渉における自制や恥といった規範的効用の影
響を分析する．第２章では，自制と誘惑に関する効用モデ
ルであるGulとPesendorferによるモデル [1]（GPモデル）
を紹介する．第３章では，GPモデルを２人での状況に拡
張し，社会的規範としての恥（shame)を取り入れたたモ
デルを紹介する．第４章では，第３章で紹介したモデルに
基づいた２人の合意形成をいくつかの効用関数に基づいて
分析する．第５章で関連研究を述べ，第６章でまとめと今
後の課題を示す．

2. 自制と誘惑に関する効用関数（GPモデル）
[1]

自制と誘惑に関する効用モデルは，GulとPesendorferに
よる論文 [1]によって最初に提案されておりGPモデルと
呼ばれる．基本アイデアは，選択肢の部分集合すなわち機
会集合についての選好を考えるということである．次の定
義をする（これらの定義の詳細は論文 [11]を参照のこと）．
• X : 最終的な選択肢の集合（コンパクトメトリック
空間）

• δ(X) :X 上のくじの集合（X 上のすべてのボレルσ代
数／完全加法族上のすべての測度の集合）

• X ≡ K(δ(X)) :δ(X)の非空コンパクト部分集合の集
合（ハウスルドルフ位相を仮定）

ここで，機会集合を表すために A，B，および C を用い
る．以下の３つの公理は，意思決定論では一般的な公理で
あり，NM効用関数を特徴付ける公理でもある．
公理 1 (順序性)：�は完備性と推移性を満たす．
完備性とは，２つの代替案が与えられたときに，意思決
定者が一方を好むか，両者を同じくらい好むと決定しな
ければならないという公理である．すなわち，ここでは
A � B ∨ B � A ∨ A ∼ B と表すことができる．
推移性とは，３つの代替案が与えられたときに，意思
決定者が，Aを B より好み，かつ B を C より好むなら，
Aを C より好まなければならない．すなわち，ここでは
(A � B) ∧ (B � C) ⇒ (A � C)と表すことができる．
公理 2 (連続性)：A, B, C ∈ Zについて，もしA � B �

C なら，以下のような α, β ∈ (0, 1)が存在する．

αA + (1 − α)C � B � βA + (1 − β)C

公理 3 (独立性)：A, B, C ∈ Z と α ∈ [0, 1]について以
下が成立する．

A � B ⇔ αA + (1 − α)C � αB + (1 − α)C

次の４つ目の公理は，自制と誘惑下の意思決定で特徴的
な公理であり，論文 [1]で初めて導入された．
公理 4 (中間性 (set betweeness))：すべてのA,B ∈ Z

について以下が成立する．

A � B ⇒ A � A ∪ B � B

自制と誘惑があるという状況下では，機会集合を選択す
る場合，A � A ∪ B のような選好を考えることができる．
すなわち，この場合，Aにはサラダのみのレストラン，B

はハンバーガーのレストラン，と考えると，機会集合を選
択するという意味では，B のハンバーガーに対する誘惑が
あるものの，自制をしてAを選択するということも考えら
れるのである．また，A∪B � Bは，Bを選ぶよりA∪B

を選ぶという自制を表しており，A ∪ B ∼ B であれば，A

の価値がないということであるから，誘惑に負けるという
ことを意味する．より詳しい議論は論文 [1], [11]を参照し
ていただきたい．
定理 1 以下のような任意の A ∈ Z と連続線形関数

U, u, vによって選好 �を表現されるとき，

U(A) := max
x∈A

{u(x) + v(x)} − max
y∈A

v(y) (1)

選好 �は，公理１～公理４を満たす．
式 (1)に示される効用を，自制効用（self-control utility）
と呼ぶ [12]．自制効用Uは，二つの効用関数uと vによって
特徴付けられる．uはコミットメント効用と呼ばれ，第１期
の機会集合のランク付けを示す．vは誘惑効用であり，第２
期に，ある代替案にどの程度誘惑があるかを示す．つまり，
u(x) > u(y)だが v(y) > v(x)のとき，U({x}) > U({x, y})
となる．これは，y に対して誘惑が働いているが，自制し
て {x}にコミットメントするような選好を示している．も
しコミットメントが可能でなく，第１期でメニュー {x, y}
を選択した時，第２期では，誘惑に負けて y を選択する
か，自制をして x を選択するかということになる．もし
u(y) + v(y) > u(x) + v(x)であれば誘惑に負けて yを選択
する．u(y) + v(y) < u(x) + v(x)であれば自制して xを選
択する．またこのとき，式 (2)は自制コストを表している．

v(x) − max
{x,y}

v(x) = v(x) − v(y) (2)

3. 社会的規範効用を含んだ効用モデル

Dillenbergerと Sadowskiら [2]は，GPモデルを拡張し，
二人のプレイヤーのいる状況において，規範的効用と恥
（shame）をモデル化している．ここで恥とは，他人に対
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する恥であり，GPモデルにおける誘惑に対応する概念で
ある．
他人の選好を考慮にいれるような効用モデルが経済学に
おいても注目を集めている．これは，実験心理学などの有
名な実験結果などから，人間の効用が必ずしも過去の効用
モデルでは説明しきれない部分があるためである．
例えば，独裁者ゲームは，二人のプレイヤ Aと Bでお
金を分けるゲームである．ただし，二人のうちの一方のA

にある金額，例えば$10をわたし，Aは$10をどのように
分けるかを一人で決めることができ，決めた金額をBに分
ける．Bが拒否しても Aは自分が決めた額を受け取るこ
とができる．独裁者ゲームで，期待効用最大化原理に従え
ば，Aはすべての金額$10を受け取ることが合理的である．
しかし，ほとんどの実験では，Bに対して$0～$5の間の
額を渡すことが観察されている [13]．独裁者ゲームの結果
は，選好における利他性（altruistic）や平等性として考え
られ，多くの分野で広く研究されている．
しかし，Danaら [14]の以下の実験は，独裁者ゲームを少
し変形することで，利他的な選好の特徴がさらに明らかに
なっている．ここでは，独裁者であるAに対して，Bがこ
のゲームが行われていること自体を知られることなしに，
ゲームを終えて去る（途中退去）選択権を与えるのである．
Danaらの実験では，約３分の１の参加者が彼らに$9，も
う一方に$0を渡すということで，ゲームを終えて去るとい
う選択をするのである．これは，純粋な利他性という考え
とは矛盾する結果である．人間が利他性や平等性を重視す
るならば，自分の$9，相手に$1という選択が最も好まれる
はずである．一方で，純粋な利己主義とも矛盾している．
もし純粋に利己主義であれば，自分に$10，相手に$0とい
う選択をするはずである．Dillenbergerと Sadowskiら [2]

は上の実験結果は，人間が社会的な行動を取ることができ
るはずの場面で，利己的に振る舞うことに対して我慢して
いる（コストを持っている）ことを示している，と解釈し
ている．その上で，恥（shame）を「社会規範に従った選
択ではなく自分の物質的利益を得るための選択をしたとき
に経験するモラル上のコストである」と定義し，数理的な
定義を与えている．
以下のいくつかの公理と定義は，Dillenberger と Sad-

owskiら [2]によるものである．どれも重要な公理と定義
である．ここで a = (a1, a2)は代替案と利得のペアを表す．
もし代替案 aが選択されると，プレイヤ１は利得 a1 が得
られ，プレイヤ２は a2 が得られる．
公理 5 (順序性)：�は完備性と推移性を満たす．
公理 6 (連続性)：�は連続である．
公理 7 (強左中間性)：もし A � B ならば，A � A ∪B

である．さらに，A � Bかつ，A∪C � A∪B ∪C のよう
な C が存在するとき，A � A ∪ B である．
定義 1 A � A ∪ B となるような Aと B があるとき，

意思決定者は，恥に影響されやすい（susceptible）という．
この定義は，自制効用モデルにおける誘惑の影響を受ける
という状況と同じである．
定義 2 もし意思決定者が恥に影響を受けるなら，意思決
定者は bを aより規範的により選好している（normatively

better than) といい，次のように書く．もし ∃A ∈ Z で
a ∈ Aのとき A � A ∪ {b}のとき，b �n a．
bを含む機会集合よりも，それがない機会集合を好むとき b

に対して aより規範的に選好していることをしめしている．
公理 8 (ランキング)：�nは非対称で、推移的ではない．
公理 8は，二つの代替案 aと bおよび，二つの機会集合A

と Bがあり，{a, b} ⊂ A∩Bであるとき，aが Aの恥に寄
与し，bがBの恥に寄与するような状況を仮定していない．
公理 9 (パレート)：もし b ≤ aかつ b �= aならば，b �n a

である．
両方の参加者にとって，より高い利得を示す代替案は，規
範的にもベターであることを示している．
公理 10 (補償)：すべての a, b に関して，(a1, x) �n

(b1, b2) かつ (y, a2) �n (b1, b2) となるような x, y が存在
する．
公理 11 (利己性)：もし a1 > b1 かつ a �n b ならば，

{a} � {b}である．
利己性の公理は，単一元の機会集合についての公理である．
すなわち，機会集合中に一つの選択肢のみしかないため，
第１期の選択がそのまま第２期の選択となる．
定義 3 f と hを X2 上の二つの関数であるとする．す
べての aと，(a1 − δ1, a2 − δ2) ∈ X2 になるようなすべて
の δ1と δ2が，以下２つを満たし，少なくとも一つの δ1, δ2

のペアが厳密な不等号（strict inequality）であるとき，h

は f より利己的（more selfish）であるという．

h(a) = h(a1 − δ1, a2 + δ2) →
f(a) ≤ f(a1 − δ1, a2 + δ2)

h(a) = h(a1 + δ1, a2 − δ2) →
f(a) ≥ f(a1 + δ1, a2 − δ2)

上の定義では，自分の取り分を高めに設定すると，関数と
しての値が減少し，自分の取り分を低めに設定すると関数
としての値が増加するような関数 f と比較して，変化しな
い関数 hの方が利己的であるという定義である．
定義 4 関数 ϕ : X2 → R は，次を満たすときに主観
的規範関数（subjective norm function）と呼ばれる．厳
密に増加，かつ，すべての y ∈ X と b ∈ X2 について，
supx∈X ϕ(x, y) > ϕ(b)，かつ supx∈X ϕ(y, x) > ϕ(b) を満
たす．
定理 2 (DSモデル [2]): 関係 �と �n は，以下の (i)，

(ii)，および (iii)を満たした上で，�を表す関数U : K → R

（式 3）と �n を表す ϕが存在するとき，公理 5～公理 11

c© 2012 Information Processing Society of Japan 3

Vol.2012-ICS-169 No.4
2012/10/24



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

を満たす．(i)連続主観的規範関数 ϕが存在する．(ii)ϕよ
り，弱増加かつより利己的な連続関数 u : X2 → Rが存在
する．(iii)g : X2 ×ϕ(X2) → Rで，その第２引数について
厳密に増加で，ϕ(a) = xのときはいつも g(a, x) = 0を満
たす連続関数が存在する．

U(A) = max
a∈A

[u(a) − g(a, maxb∈Aϕ(b))] (3)

ここで uも ϕも NM効用関数である．U(A)の u(a)の
部分が，利己的な効用を表しており，g(a, maxb∈Aϕ(b))の
部分が，社会的規範に対するメンタルコスト（恥）を表し
ている．

4. エージェント間交渉における分析

4.1 リソース配分問題としてのモデル化
社会的規範としての恥を考慮にいれた効用モデル（DSモ
デル）を前提とした場合，既存の単一価値効用モデル（NM

モデルなど）では合意形成が得られない状況でも，合意形
成を得ることができることを示す．
前章で社会的規範としての恥を取り入れ，７つの公理
を満たす DS効用モデルを示した．本章では，マルチエー
ジェントシステムの自動交渉に関する研究の一つで，２
エージェントによるリソース配分に関する合意形成問題を
取り上げる [15], [16], [17]．２エージェントによるリソー
ス配分問題は，複数の異なる財を，異なる効用関数を持ち，
それらの値を明かさないエージェント間でどのように配
分するかという問題である．特にパレート最適な割り当て
など望ましい割り当てを得ることが目的となる．本論文で
は，論文 [15], [16]で扱われるようなリソース配分の具体例
1を用いて，規範的効用の影響を考察する．

表 1 リソース配分の例 [15]

配分 1 の利得 2 の利得
({}, {abcd}) 0 20

({a}, {bcd}) 6 12

({b}, {acd}) 8 14

({c}, {abd}) 5 16

({d}, {abc}) 7 18

({ab}, {cd}) 9 8

({ac}, {bd}) 10 9

({ad}, {bc}) 11 8

({bc}, {ad}) 10 8

({bd}, {ac}) 11 13

({cd}, {ab}) 12 15

({abc}, {d}) 12 6

({abd}, {c}) 14 7

({acd}, {b}) 16 7

({bcd}, {a}) 14 8

({abcd}, {}) 20 0

複数リソース配分問題は，エージェント集合 N =

{1, 2}，リソース集合 R = {r1, r2, . . . , rk}, k ≥ 2，割当
(a1, a2), a1 ∧ a2 = ∅, a1 ∈ R, a2 ∈ R, 各エージェント iの
利得関数 pi : ai → Rから構成される．本モデルに基づい
て，文献 [17]では，シンプルな交互提案型の段階的交渉プ
ロトコルが提案されている．論文 [15], [16]では，交渉ツ
リーを導入した段階的な交渉プロトコルが提案されてい
る．本論文では，２段階の交渉プロトコルを考える．エー
ジェントは，第１期に機会集合に関する合意形成を行った
後に，第２期に具体的な割り当てを交渉する．本論文では
特に第１期の合意形成に注目する．第２期の具体的な割り
当てには，文献 [15], [16], [17]が応用できる．
社会的規範としての恥を考慮にいれた効用モデル（DSモ
デル）を前提とした場合，既存の単一価値効用モデル（NM

モデルなど）では合意形成が得られない状況でも，合意形
成を得ることができることを示す．
ここで２つの機会集合を以下のように設定する．表 2に
示す割当の候補集合を機会集合 Aとする．表 3に示す割
当の候補集合を機会集合Bとする．ここでA∪Bは，表 1

に等しい．機会集合 Aは，エージェント 1か 2に偏った割
当になっている．機会集合 Bは，エージェント 1と 2で何
方かと言えばフェアな割当に近い．

表 2 リソース配分の例 (機会集合 A)

配分 1 の利得 2 の利得
({}, {abcd}) 0 20

({a}, {bcd}) 6 12

({b}, {acd}) 8 14

({c}, {abd}) 5 16

({d}, {abc}) 7 18

({abc}, {d}) 12 6

({abd}, {c}) 14 7

({acd}, {b}) 16 7

({bcd}, {a}) 14 8

({abcd}, {}) 20 0

表 3 リソース配分の例 (機会集合 B)

配分 1 の利得 2 の利得
({ab}, {cd}) 9 8

({ac}, {bd}) 10 9

({ad}, {bc}) 11 8

({bc}, {ad}) 10 8

({bd}, {ac}) 11 13

({cd}, {ab}) 12 15

4.2 利己的な効用関数の場合
利己的な効用関数を仮定した場合を考察する．ここで
エージェント iの効用関数を以下のように定義する．様々
な定義の方法はあるが，機会集合に対して利己的な効用関
数を定義するとすると式 (4)のように定義できる．
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Ui(A) = max
a∈A

ui(a) (4)

例えば，ui(a) = 2ai とする（2はどのような０より大きい
定数ならどのような数でも良い）．機会集合 Aと機会集合
Bを比較したとき，U1(A) = 20, U1(B) = 12, U2(A) = 20，
および U2(B) = 15となる．従って，機会集合としては，
二つのエージェントが「偏りのある」機会集合 Aを選ぶ方
が二人にとって合理的である．
しかし，第２期までを考えた場合，U1(A) = 20 は，

({a, b, c, d}, {}) の場合であり，エージェント 1 がすべて
のリソースを配分されている状態である．U2(A) = 20は
({}, {a, b, c, d})の場合であり，エージェント 2がすべての
リソースを配分されている状態である．交渉において，そ
れぞれに偏った機会集合を選びながら，最終的には合意に
達することが難しいという状態である．
既存の交渉に関する研究では，効用関数に関わらず，合
意が得られない場合は，各プレイヤーが妥協をしながら交
渉をしていくという仮定が非常に多くの研究で採用された
（例えば，文献 [18]）．妥協というのは，効用値が減少する
ような選択肢をあえて合意のために提案するという交渉プ
ロトコルである．どのように戦略的に妥協をしながら合意
を目指すかという点も非常に興味深い研究対象である [19]．
ただし，各エージェントが，本質的になぜ妥協するのか
という点については，それほど多くは議論されていない．
交渉のプロトコルとして，エージェントに妥協を強要させ
ることで，グループとしては良い結果を得ることができて
いるのである．本論文では，エージェント自身が社会的規
範をモデル化した効用関数をもち，期待効用最大化原理や
各種の効用関数に関する公理を満たしながら，エージェン
ト自身が合意形成を可能にするモデルを提案している．

4.3 社会規範が効用関数に含まれる場合
社会規範としての恥が効用関数に含まれることを仮定し
た場合を考察する．ここでエージェント iの効用関数を以
下のように定義する．

Ui(A) = max
a∈A

[ui(a) − gi(a,max
b∈A

ϕ(b))]

ui(a) = 2ai，ϕi(a) = (a1 + 1)(a2 + 1)，gi(a, y) = y−ϕ(a)

とする（論文 [2]の例より）．
エージェント 1の機会集合Aに対する効用はU1(A) = 16

となる．計算がやや複雑であるので，以下にこの場合の計
算を例として示す．

Ui(A) = max
a∈A

[2a1 − (max
b∈A

(b1 + 1)(b2 + 1) − (a1 + 1)(a2 + 1))]

= max
a∈A

[2a1 − (152 − (a1 + 1)(a2 + 1))]

= max
a∈A

[a1a2 + 3a1 + a2 − 151]

= 16

maxb∈A(b1 + 1)(b2 + 1)は，相手の取り分 b2 までを含ん

だ時，利得（の積）を最大化できる割当を探している．
利得の積は，他の演算でもかまわないが一般には積が望
ましい．maxb∈A(b1 + 1)(b2 + 1) で最大化される割当は
({d}, {a, b, c})である．すなわち，エージェント１にとっ
て，２の割当も考えた上での規範的な効用を最大化する割
当は，({d}, {a, b, c})であり，その値は 152となる．一方，
maxa∈A[2a1 + (a1 + 1)(a2 + 1)]は自分にとって，最も良い
割当を選んだ時の利己的な効用値と，相手を含んで考えた
場合の規範的な効用値を最大化したものであり，168とな
る．以上と同様に，U1(B) = 24で割当は ({c, d}, {a, b})，
U2(A) = 30で割当は ({d}, {a, b, c})，および U2(B) = 30

で割当は ({c, d}, {a, b})となる．
すなわち，エージェント１にとって U1(A) = 16 < 24 =

U1(B)，エージェント２にとってU2(A) = 30 = 30 = U2(B)

となる．この二つのエージェントにとって，機会集合Bを取
る方がベターなことが分かる．特に，本例では，二つのエー
ジェントの第２期の最も良い選択肢も割当 ({c, d}, {a, b})
となり，一つの選択肢に合意できる．
以上のように，利己的な効用関数だけでは，交渉プロト
コルにより，エージェントを制御することで合意形成を可
能にしている．一方，本論文で示した規範的効用モデルに
基づく効用関数では，交渉プロトコルに頼ることなく合意
形成を得ることができる．

5. 関連研究

エージェントが互いに協調的な交渉や合意形成に関する
研究は，マルチエージェント研究の中心的な研究分野であ
り，非常に広く研究が行われている（例えば，文献 [18]）.

既存の交渉に関する研究では，効用関数に関わらず，合意
が得られない場合は，各プレイヤーが「妥協」することが
仮定されることが多い．妥協というのは，効用値が減少す
るような選択肢をあえて合意のために提案するという交渉
プロトコルである．例えば，リソースの割当問題では，具
体的にな交渉プロトコルが提案されている [15], [16], [17]．

ANAC(Automated Negotiating Agent Competition)で
は，どのように妥協するか，もしくは妥協を引き出すかと
いう戦略をプログラムとして実装し，その影響を分析する
ためのプログラム協議会である [19]．どのように戦略的に
妥協をしながら合意を目指すかも興味深い．
非線形の効用関数に基づく合意形成機構について筆者ら
は研究を行っている [3], [4], [5], [6], [7]．そこでは，多属性
の効用関数を定義して，効用空間が非常に複雑であるとい
う仮定のもと，どのような分散計算によって効率的に，望
ましい合意ポイントを探しだすことができるか，というこ
に焦点をおいて進めている．
以上の研究では，社会的規範のモデルを含んだ効用関数
を公理に従って組み立てているものは非常にすくない．一
方で，ミクロ経済学および意思決定論では，社会的規範と
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しての恥や自制を含んだ効用モデルを組み立てている．特
に本論文でしめしたGPモデルは単一エージェントの自制
モデルであり [1]，DSモデルは２人のエージェントの社会
的規範としての恥のモデルを提案している [2]．

GPモデルにはたくさんの拡張モデルが提案されており，
上の DSモデルも拡張の一つである．例えば，GPモデル
では，機会集合上の選好のみ，すなわち，第１期の選好の
みを対象しているが，Noorと Takeokaらはこれを拡張し，
機会集合から何が選択されるかまでを含んだ一般モデルを
提案している [20]．異時点間の選好逆転現象の説明を与え
ようとする試みもある [21], [22]．

6. まとめと今後の課題

本論文では，既存の期待効用最大化を合理的とする利己
的な NM効用モデルを拡張し，自制と誘惑，規範的効用
としての恥，の概念を取り入れた効用モデルを紹介した．
そして，規範的効用を取り入れた効用モデルに基づいて，
リソース配分における合意形成にどのように影響がおこる
かを例示し，その特徴を考察した．リソース配分はマルチ
エージェントシステムの自動交渉や合意形成の研究で良く
取り上げられるが，各エージェントが利己的であることを
仮定すると，外部的な交渉プロトコルとして，各エージェ
ントに「妥協」を強制する形式になることが多い．各研究
で，なぜエージェントが妥協するのか，という点は単に社
会的に望ましいからという理由が多く，本質的な妥協を議
論していることは少ない．一方で，実験心理学などの分野
での成果によって，人間の意思決定に影響する本質的なメ
ンタルコストがあることが分かってきた．そのようなメン
タルコストは，自制や恥といった概念でとらえることがで
きる．本論文では，利己的な価値基準と恥という社会規範
の価値基準の二つの基準を取り入れた効用モデルを示し，
それに基づいたリソース配分における合意形成への影響を
考察した．そして社会規範に基づく効用モデルを用いるこ
とで，リソース配分においてより効率的に合意を得ること
ができる可能性を示した．今後の課題としては，本論文で
は，一つの例題を用いてリソース配分問題の特徴を議論し
たが，より異なる実験設定や効用関数を用いた感度分析的
な調査が必要であると考えている．
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